
様式（１）-①

都市再生整備計画

伊勢市中心市街地活性化区域
い せ し ち ゅ う し ん し が い ち か っ せ い か く い き

地区

三重
み え

県　伊勢
い せ

市
し

令和７年３月

事業名 確認
都市構造再編集中支援事業 □

都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） □

都市再生整備計画事業（防災・安全交付金） □

まちなかウォーカブル推進事業 ■



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 153 ha

令和 7 年度　～ 令和 9 年度 令和 7 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

一体型滞在快適性等向上事業及びまちなかウォーカブル推進事業の計画　※一体型滞在快適性等向上事業の場合もしくはまちなかウォーカブル推進事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
滞在快適性等向上区域の考え方

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／日 R３年度 R９年度

件／年 R５年 R９年

- R６年度 R９年度

都道府県名 三重県 伊勢市
い せ し

伊勢市中心市街地活性化区域
い せ し ち ゅ う し ん し が い ち か っ せ い か く い き

地区
ち く

計画期間 交付期間 9

伊勢の玄関口である伊勢市駅からの徒歩圏内に滞在快適性等向上区域を設定し、商店街及びその周辺におけるパークレットなどの滞在空間の整備等により、居心地の良いまちなかを創出する。

大目標：公園の再整備やパークレットの整備等により、住環境を向上し中心市街地のかつての賑わいを再生する
　　目標１：商店街の魅力を向上し、訪れたくなるまちなかを実現
　　目標２：居心地が良い住環境づくりを推進し、選ばれるまちを実現

伊勢市の現況と予測から、人口減少、少子高齢化、人口定住など自治体の存続に関わることや、住民生活に影響の大きい社会基盤、産業振興に関する課題のひとつとして、「集約型都市構造の促進」が挙げられる。モータリゼーションの進展等を背景に都市機能が
郊外へ拡散するなど都市構造に関わる問題が生じており、中心部からの分散化は中心市街地における人口の空洞化・高齢化率の上昇を生むだけでなく、拡散した居住地域への公共インフラ等の整備が必要になることから公共投資の増加を招くこととなる。また、特定
の地域での人口減少、高齢化が進むことにより、空き家の増加や自治会運営、地域コミュニティの希薄化など様々な弊害が懸念されていることから、持続的に生活機能を確保し、また公共サービスを提供するには、中心市街地の居住者を増やし商業活動を活性化させ
るなど、「集約とネットワーク」の視点を持ち、集約型都市構造の更なる推進を図ることが必要である。
　都市マスタープランにおいては、中心市街地を「山田都市交流拠点」とし、新たな活力を生み出す伊勢市全体の都市活動の中心拠点として位置づけており、軸や拠点、さらに商業・業務、行政、観光、公共交通の結節点としての機能など、多様な都市機能を集約する
とともに、市民や来訪者による交流を促進しにぎわいを創出するなど、中心市街地の活性化を図るようにしている。その中でも、特に伊勢市の玄関口であり公共交通の拠点である伊勢市駅周辺、宇治山田駅周辺を高密度な商業・業務、文化、観光サービスなどの都市
活動の核として位置づけている。

・商店街の歩行者通行量が年々減少しており、日常的な賑わいの創出ができていない。
・沿岸部を除いた空家率について、中心市街地の割合が比較的高く、住環境の悪化や人口減少が進んでいる。

・第3次伊勢市総合計画
「私たちが担うまち」、「人と人とのつながりで活力と安心が感じられるまち」、「地域の誇りをつなぐまち」をまちづくりの基本理念とし、地域のつながりの再生や集約型都市構造の促進等まちづくりの主要課題の解決を図り、子どもたちの笑顔があふれ、幸せに年齢を重
ねられるまちづくりを進めることとしている。
・伊勢市都市マスタープラン
将来都市像のうちのひとつを、「伊勢志摩地域を牽引する中核都市」としている。人口減少や産業・経済のグローバル化などの時代の変化に対応しつつ、伊勢志摩地域に広がる生活圏の総合的な発展をめざすために、核となる地域への都市機能の集約と、周辺市町
とのネットワーク化を進め、お互いの都市機能の役割を明確にしながら、中心都市として伊勢志摩地域を牽引する「中核都市」づくりを進めている。
・伊勢市中心市街地活性化基本計画
商業環境、居住環境、交通環境等を含めた総合的な視点での整備と多様なニーズに対応する戦略的な視点での取組みの両面から市民にとって便利で快適で魅力ある中心市街地の活性化に向けた取組みが必要であり、官民で連携しながら都市機能の集約を図り、
魅力ある空間をつなぐことで、地域住民や来訪者が快適で、また安心して回遊できるまちを目指している。

歩行者通行量 商店街における１日（９時～18時）の歩行者数 訪れたくなるまちなかの実現 5,937 6,000

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

アンケートによる中心市街地の取
組みについての満足度

住環境の向上について、それぞれの回答に重み付けをし
た点数の平均値（５点満点）

選ばれるまちの実現 3.40 3.50

手荷物預かり所利用件数 手荷物預かり所の利用件数 訪れたくなるまちなかの実現 35,250 37,000



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

＜都市再生整備計画の整備方針等＞
【記入要領】

・必要であれば適宜欄の拡大、行の追加をすること。

・「計画区域の整備方針」欄は、目標を達成するために具体的に何をするのかを簡潔に箇条書きするとともに、欄の右にある「方針に合致する主要な事業」欄に、本計画に位置付けられている事業のう
ち当該整備方針に合致する主要な事業の事業名を記入すること(１つの事業が複数の方針に合致することもあり得る)。

・「その他」欄は、都市再生整備計画に関する事項として、特筆すべき内容があれば記載してください。

・その他記載にあたっての留意事項は、「都市再生整備計画策定の手引き」を参照すること。

【重点的に取り組むテーマ】※まちなかウォーカブル推進事業における計画策定支援事業を実施する場合に設定が必要

方針に合致する主要な事業

【商店街の魅力を向上し、訪れたくなるまちなかを実現】
・公園の再整備やパークレットの整備等により、居心地が良い訪れたくなる滞在空間を創出する。
・商店街の活性化に寄与する事業を支援し、郊外の大型店へ流れていた消費者を取り戻し、かつての賑わいを取り戻す。

【基幹事業】
・（公園）高柳公園整備事業
・（滞在環境整備事業）宮後１丁目１号線パークレット整備事業
・（滞在環境整備事業）外宮参道線パークレット等整備事業

【提案事業】
・（地域創造支援事業）商店街等振興対策事業

【居心地が良い住環境づくりを推進し、選ばれるまちを実現】
・公園の再整備やパークレットの整備等により、居心地が良い訪れたくなる滞在空間を創出する。
・空家対策を講じることで空家を減らし住環境の向上を図る。

【基幹事業】
・（公園）高柳公園整備事業
・（滞在環境整備事業）宮後１丁目１号線パークレット整備事業

【提案事業】
・（地域創造支援事業）空家対策事業



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（まちなかウォーカブル推進事業） 様式（１）-④-４

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園 伊勢市 直 A=770㎡ Ｒ9 R9 Ｒ9 R9 76.0 76.0 76.0 76.0 -

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

街なみ環境整備事業

エリア価値向上整備事業

こどもまんなかまちづくり事業

伊勢市 直 N=4基 R8 R8 R8 R8 17.4 17.4 17.4 17.4 -

伊勢市 直 N=5基 R7 R7 R7 R7 20.0 20.0 20.0 20.0 -

計画策定支援事業

合計 113.4 113.4 113.4 0.0 113.4 - …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

民間 間 １式 R7 R9 R7 R9 6.0 6.0 6.0 6.0

民間 間 １式 R7 R9 R7 R9 7.8 7.8 7.8 7.8

合計 13.8 13.8 13.8 0.0 13.8 …B

合計(A+B) 127.2
（参考）都市構造再編集中支援関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度
民間 国土交通省 地上14階 ○ Ｈ30 Ｒ7 5,330.0

合計 5,330.0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0.0

滞在環境整備事業

伊勢市駅前Ｃ地区第一種市街地再開発事業 伊勢市駅前地区

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業主体 所管省庁名 規模事業 事業箇所名

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業主体 所管省庁名 規模事業 事業箇所名

事業活用調査

まちづくり活動推進事
業

事業 規模
（参考）事業期間

地域創造
支援事業

商店街等振興対策事業 中心市街地商店街

空家対策事業 中心市街地活性化区域

交付期間内事業期間

細項目

宮後１丁目１号線

事業箇所名 事業主体 直／間

外宮参道線

交付期間内事業期間
細項目

高柳公園

事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

0.50

事業

交付対象事業費 127.2 交付限度額 63.6 国費率



協定制度等の取り組み

官民連携によるエリアマネジメント方針等

制度別詳細１ 制度別詳細２ 制度別詳細３ 制度別詳細４ 制度別詳細５ 制度別詳細６ 制度別詳細７ 制度別詳細８ 制度別詳細９ 制度別詳細１０ 制度別詳細１４

道路占用許可特
例（法第46条第10
項）

河川敷地占用許
可（河川敷地占用
許可準則22）

都市公園占用許
可特例（法第46条
第12項）

都市利便増進協
定（法第46条第25
項）

都市再生整備歩
行者経路協定（法
46条第24項）

低未利用土地利
用促進協定（法46
条第26項）

［滞在快適性等向
上区域］
一体型滞在快適
性等向上事業（法
第46条第3項第2
号）

［滞在快適性等向
上区域］
都市公園占用許
可特例（法第46条
第14項第1号）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理許可特例（法第
46条第14号第2号
イ）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理協定（法第46条
第14項第2号ロ）

［滞在快適性等向
上区域］
普通財産の活用
（法第46条第14項
第4号）

1 R７～R９ ダイセン産業株式会社 〇

2

3

4

5

事業主体(占用主体）

活用する制度

●自転車駐車器具（シェアサイクルポート）の設置・管理
・民間企業がサービス展開するシェアサイクルのポートの設置・
管理

公共交通の機能を補完する新たな移動
手段の充実を図るとともに、市民や観光
客の利便性、回遊性の向上及び地域の
活性化を目的とする。

事業
事業の目的/事業によって解決される課

題
事業期間



制度別詳細1（道路占用に関する事項）法第46条第10項

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】

道路交通環境の維持
及び向上を図るための措置

1
自転車駐車器具
（民間企業がサービス展開する
シェアサイクルポート）

・自転車駐車器具に落ち葉、ごみ等が吹きだまらないよう、自転車利用者
が乗降するエリアをこまめに清掃する。
・自転車駐車器具設置箇所の周囲で違法駐輪が起きないよう、注意喚起
を徹底する。

制度の活用計画

占用対象施設 占用の場所

路線名：
①市道外宮二見線（本町96-5地先）
※参考：同事業主体による制度対象外のサイクルポート　５箇所
　　　　　異なる事業主体による制度対象外のサイクルポート　４箇所

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設



制度別詳細１-１（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号１

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

C
S

【イメージ写真】サイクルポート

＜凡例＞

：自転車駐車器具置場

：自転車駐車器具置場（特例制度対象外）

C

S

※都市再生整備計画区域外に２箇所



制度別詳細１-２-①（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号１

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：自転車駐車器具】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

看板

・自転車は区画内に整列

・ポートの目印となる移動看板を設置

・区画線は防水テープを使用



都市再生整備計画の区域 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様式（１）-⑥

　伊勢市中心市街地活性化区域地区（三重県伊勢市） 面積 153 ha 区域

吹上1丁目、宮後1丁目・2丁目、一之木1丁目・2丁目、大世古1丁目、曽祢1丁目、本町
および岡本1丁目、岩渕1丁目・2丁目、吹上2丁目、河崎1丁目・2丁目・3丁目、宮後3丁目、
一之木3丁目、一志町、八日市場町、大世古2丁目、宮町1丁目、常磐2丁目、浦口2丁目、
神久5丁目の各一部

宇
治
山
田
駅

0 100 500

伊勢市駅

伊勢市役所

都市再生整備計画区域

伊勢市中心市街地活性化区域地区（153ha）

滞在快適性等向上区域

伊勢市中心市街地活性化区域地区（20ha）


